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研究要旨 

【目的】本研究は、地域ごとの精神科医療の課題の可視化と情報共有を行い、地域の実情とニー

ズを踏まえた地域精神保健医療の協働開発の資料および手引きの開発を行うことを目的とした。

また、自立支援医療の適正な給付と、地域および精神科医療施設における精神障害者の人権擁護

のあり方を検討することを目的とした。 

【方法】「地域ニーズに対応した地域精神保健医療の協働開発に関する研究」においては、各地に

共有可能な「地域と研究の協働による地域精神保健医療に関する協議の場づくりの手引き」（以下、

「手引き」）をまとめることとして 3 府県において研究会を行った。「精神保健医療改革に資する

資料の作成」においては精神病床利用者の数的状況に基づいて精神保健医療福祉の改革ビジョン

中およびその後の状況を評価指標に基づいて量的に明らかにした。「精神保健医療改革の達成プロ

セスの円滑化と資源活用に関する研究」においては患者調査、NDB、新 630 調査の利用可能性の検

討とヒアリング調査を行った。「自立支援医療の適正な提供に関する研究」においては、川崎市の

データをもとに自立支援医療（精神通院）利用者数予測のためのプロトコルの検討を行った。「精

神障害者の人権確保に関する研究」においては、全国 67 の精神医療審査会事務局に対して、審査

会活動の実績、過去 1年間の審査過程で問題となった事例の報告を依頼し、その内容を分析した。

また、全国精神医療審査会連絡協議会シンポジウムを企画・開催した。「地域における精神障害者

の人権確保に関する研究」においては、高齢者領域に従事する介護支援専門員（ケアマネジャー）

を対象としたアクションリサーチを行った。 

【結果及び考察】「地域ニーズに対応した地域精神保健医療の協働開発に関する研究」においては

3年間の研究成果物として「手引き」をまとめた。「精神保健医療改革に資する資料の作成」にお

いては、精神病床からの退院の時系列データを解析することにより、他の都道府県と比べて退院

が起こりやすくなった地域などを特定した。「精神保健医療改革の達成プロセスの円滑化と資源活

用に関する研究」においては改革ビジョン終了時点での数値を数値目標と比べると改善は見られ

たが，目標に届いたものはなかったことがわかった。「自立支援医療の適正な提供に関する研究」

においては自立支援医療（精神通院）利用者数予測のためのプロトコルの検討結果をまとめた。

「精神障害者の人権確保に関する研究」においては、精神医療審査会の委員構成、１合議体開催

あたりの書類審査件数、請求受理から審査結果通知までに要する日数の地域差についてまとめた。

また問題事例群を類型化した。「地域における精神障害者の人権確保に関する研究」では、介護支

援専門員に対する精神障害者支援にかかわる標準的なテキストの作成と研修の実施、事例検討に

基づくグループスーパービジョンの実施が有効であることを示した。 

【結論】本研究は、地域ごとの精神科医療の課題の可視化と情報共有を行い、地域の実情とニー

ズを踏まえた地域精神保健医療の協働開発の資料および手引きの開発を行った。また、自立支援

医療の適正な給付と、地域および精神科医療施設における精神障害者の人権擁護のあり方を検討

した。 
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Ａ．研究目的 

本研究は、異なる背景を有する複数の地域

において、地域ごとの課題の可視化と情報共

有を行い、地域の実情とニーズを踏まえた地

域精神保健医療の協働開発を行うことを目的

とした。また、精神保健医療改革の達成プロ

セスの円滑化のために必要な政策と、精神病

床の減少が進む場合のそれの地域精神保健医

療への活用のあり方を明らかにすることを目

的とした。さらに、精神障害者の人権確保の

観点から、自立支援医療の適正な給付と、地

域および精神科医療施設における精神障害者

の人権擁護のあり方を検討することを目的と

した。 

Ｂ．研究方法 

【地域ニーズに対応した地域精神保健医療の

協働開発に関する研究】 

１）地域と研究の協働による地域精神保健医

療に関する協議の場づくりの手引の開発 

地域と研究の協働による地域精神保健医療

に関する協議の場づくりが広がるよう，その

手引きをまとめることを目的として，大阪府，

鹿児島県、神奈川県において研究会を開催し，

精神医療マップ等による関係者協働の検討を

行った。最終年度は，手引きの取りまとめに

向けて，大阪府と鹿児島県において，実務者

層と組織のトップ層による研究会議を開催し

た。また，神奈川県において 4県市の精神保

健福祉センター所長等による研究会を開催し

た。さらに協議の場の持ち方についてヒアリ

ングを行った。 

なお，手引き作成は，平成 27-29 年度障害

者対策総合研究開発事業「精神医療に関する

空間疫学を用いた疾患発症等の将来予測シス

テムの開発に関する研究」（立森班），平成

28-29 年度厚生労働行政推進調査事業費補助

金「精神科医療提供体制の機能強化を推進す

る政策研究」（山之内班）と連携して進めた。 

２）日常の一般診療の場で経験されるこころ

の健康問題と障害保健福祉ニーズを明らかに

するため、公益社団法人川崎市医師会の協力

を得て、同医師会の内科医会と小児科医会に

所属する会員を対象として質問紙調査を行っ

た。 

【精神保健医療改革に資する資料の作成】 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精

神・障害保健課が，都道府県・政令指定都市

の精神保健福祉主管部（局）長に文書依頼を

行い収集した全国の精神科医療施設などの状

況についての資料を，同課の許可を得て二次

的に分析した。さらに都道府県ごとの毎年６

月の退院患者数の 2004 年度から 2015 年度ま

での 12 年間のデータを用いて退院の発生の

時間的なトレンドを推定し，そのトレンドに

基づいて都道府県を分類した。 

【精神保健医療改革の達成プロセスの円滑化

と資源活用に関する研究】 

 患者調査の目的外集計を用いて、近年の精

神病床の入院患者のトレンドを分析した。ま

た、全国のレセプトデータベース (ナショナ

ルデータベース 以下 NDB) を用いて、地域

ごとの医療特性の描出を試みた。さらに、個

別の地域の状況を把握するため、大阪、鹿児

島、神奈川においてヒアリング調査を行った。 

 【自立支援医療の適正な提供に関する研究】 

自立支援医療制度のなかの精神通院医療に

ついて利用者数が年々増加している状況に着

目し、同制度利用者数の予測プロトコル開発

を試みた。 

【精神障害者の人権確保に関する研究】 

全国 67 の精神医療審査会事務局に対して、

審査会活動の実績、過去 1 年間の審査過程で

問題となった事例の報告を依頼し、その内容

を分析した。また、全国精神医療審査会連絡

協議会シンポジウムを企画・開催した。 

【地域における精神障害者の人権確保に関

する研究】 

精神障害者の支援に不慣れな地域の支援者

の力量を上げ、地域のリソースとストレング

スを活かした地域生活支援のノウハウを伝え

ていくために、実際に精神障害者支援に携わ

る地域支援者らの暗黙知・経験知を言語化す

る事例検討会の方法を明らかにすることを目
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的として、居宅介護支援事業所等に従事する

介護支援専門員等 16 名を対象としたアクシ

ョンリサーチを実施した。 

 

Ｃ．研究及び考察 

【地域ニーズに対応した地域精神保健医療の

協働開発に関する研究】 

１）まとめられた手引きは次の構成となった。 

1. 地域精神保健医療の方向 

2. 関係者協働の場づくり-大阪，鹿児島，神

奈川での取組から 

3. 地域のストレングスを発見するために

（空間疫学の活用，精神保健福祉資料の

活用） 

4. 地域社会への共有プロセス 

5. 協議の場の意義と精神保健福祉センター

の役割 

6. 研究班の研究成果，川崎市精神保健福祉

センターにおける地域包括ケアシステム

に対応した精神保健構築のための取組の

活用 

 2015 年に採択された国連の持続可能な開

発目標（SDGs ）の 17 のゴールのひとつに保

健が入り，そのターゲットに精神保健，物質

乱用の記載が設けられた。国際的に，精神保

健を健康に欠くことのできない，社会発展の

重要な要素と捉える方向に進みつつあると言

える。国内においては，平成 29 年 2 月の「こ

れからの精神保健医療福祉のあり方に関する

検討会報告書」は，新たな地域精神保健医療

体制のあり方について，（1）精神障害にも対

応した地域包括ケアシステムの構築，（2）多

様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の

構築，（3）精神病床のさらなる機能分化に取

り組むこととした。このように地域精神保健

医療はさまざまな施策と統合される方向に進

みつつある。この手引きをもとに、地域精神

保健医療の地域社会への共有プロセスにおけ

る円卓的な話し合いの場の促進が期待される。 

２）内科や小児科など一般医療でも障害のあ

る患者を診療することは頻繁にあり、コンサ

ルテーションや紹介の希望も多かった。その

一方、障害のある患者への対応における制度

やシステムの整備や紹介先の情報不足等の指

摘があった。障害者差別解消法に基づく合理

的配慮に関しては、医療機関を想定しての研

修が役立つと思われた。 

【精神保健医療改革に資する資料の作成】 

 在院期間が 1 年以内の患者の動態の指標で

ある平均退院率は改革ビジョン前から上昇傾

向の後，この数年はほとんど変化がみられず’

12 年から’13 年の間に増加したものの’14

年にわずかながら減少した。しかし，’14 年

時点で数値目標から 4 ポイント下回っていた。

一方，長期入院となった患者の動態の指標で

ある退院率は’13 年から’14 年の間で上昇し

た一定の改善が見られたが，数値目標から 5

ポイント下回っていた。また，統合失調症の

在院患者数は一貫して減少傾向にあったが, 

‘14年時点で目標値とは 1万 4千人強の開き

があった。認知症等の在院患者数においては’

97 年以降'12 年まで増加傾向にあったが’12

年から減少し’13 年から’14 年の間でも減少

したが，減少傾向にある地域もあれば増加傾

向にある地域もあった。以上，改革ビジョン

終了時点での数値を数値目標と比べると改善

は見られるものの目標に届いたものはなかっ

た。 

さらにこの調査による都道府県ごとの毎年

６月の退院患者数の 2004 年度から 2015 年度

までの 12 年間のデータを用いて退院の発生

の時間的なトレンドを推定し，そのトレンド

に基づいて都道府県を分類した。全国的にこ

の期間に退院は発生しやすくなっていたが，

退院の相対リスクが増加傾向にある 6 の都道

府県と相対リスクが減少傾向にある 6 の都道

府県 および相対リスクが減少した後，再び増

加している 3 の都道府県に分類された。 

【精神保健医療改革の達成プロセスの円滑化

と資源活用に関する研究】 

 患者調査の目的外集計を用いて、近年の精

神病床の入院患者のトレンドを分析した結果、

精神病床に入院する患者は高齢化が進んでい

ること、およそ 60 歳までの若年者では年々入
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院者数が減ってきていることがわかった。統

合失調症患者は特に若年層では全体の傾向を

反映していることがわかったが、高齢者にお

いては認知症患者の入院が多いため、全体の

傾向を反映しがたいこともわかった。また、

統合失調症は過去 1960 - 70 年代の病床増加

の時代に入院した 20-30 歳代の者が、そのま

ま長期入院で経過していることが想定された。

一律な地域移行の取組よりも、これら過去の

長期在院者と近年の若年者の二群に分けたア

プローチが、さらには地域における傾向の把

握が、各々のストレングスを活かした地域精

神保健医療のプロセスをより明確にしていく

であろうと考えられた。さらに、現状把握の

ための方策として、全国のレセプトデータベ

ース (ナショナルデータベース 以下 NDB) 

を用いて、地域ごとの医療特性の描出を行っ

た。 

現実のものとなっている高齢化・人口減少・

過疎化の中で、長い年月をかけて様々に形成

されてきた地域毎の精神医療の成り立ちを踏

まえたより現実的かつ効率的な対応が求めら

れる。平成 28,29 年度には、本研究の研究代

表者が行った大阪、鹿児島、神奈川における

研究会、および研究班会議で話題提供を行い、

意見を収集した。大阪府においては、府内の

病床の偏在に起因する、病院所在地だけでは

わからない医療需要の動向が明確になった。

鹿児島県においては、過疎地域を支える小規

模病院が点在しており、それらが高齢化した

精神障害者の身体医療も担っていることが聞

かれた。地域毎の特性に応じて発達し維持さ

れてきた必要な医療機能を抽出し、活かして

いくことが必要と思われ、そのために必要な

データ提示をすることが求められる。また、2

次医療圏ごとに示された診療実績データを地

域医療計画の企画立案やモニタリングで活用

していくために、重層的な研修体制や円卓的

なステークホルダーの合意の場が必要である

と考えられた。 

【自立支援医療の適正な提供に関する研究】 

 育成医療利用者が 18 歳以上になった際に

ついては、先行研究で示されていた口唇口蓋

裂の手術以外の事例以外に、心臓機能障害の

ある育成医療利用者が 18 歳以降に手術を受

けた際、比較的自己負担が大きくなった事例

があったことが示された。ただし、当該疾患

については平成 27 年以降の指定難病に該当

することから、現在では自己負担額は抑えら

れることが確認された。 

精神通院については、川崎市の場合、他の

年代に比べ 30 歳代～60 歳代における利用率

が高めであった。それを踏まえ、都道府県別

の利用率と自治体の年齢構成の関係を確認し

てみたところ、利用率 1 位の沖縄県で他の自

治体に比べ際立って 14 歳以下の人の比率が

高く 65 歳以上の人の比率が低いほか、明確な

傾向は読み取ることができなかった。このこ

とから自治体の年齢構成は利用率に影響しな

いと言い切れるものではないものの、少なく

とも他の要因が大きく影響していることが示

唆された。 

【精神障害者の人権確保に関する研究】 

 平成 29 年 12 月末現在、全国 67 の審査会に

は 217（前年 213）の合議体があり、1,799 人

（同 1,434）の委員が任命されていた。平成

28 年度は、1回の合議体当たり平均 154.4 件

（同 152.1）の書類審査がなされていた。退

院請求は 2,775 件（同 2,585）、処遇改善請求

は 425（同 386）件が審査されていた。退院等

の請求受理から結果通知までの期間は平均

32.7(同 33.2)日であった。審査様式では、急

な欠席者への対応、書類審査の事前配布や役

割分担、代理人弁護士からの資料開示請求へ

の対応、合議体の開催時間などにおいて、自

治体間で差があった。問題事例群を類型化し

たところ、医療保護入院継続の要件に疑問の

ある事例のほか、近年では、医療保護入院の

同意を巡って家族間に対立がある事例、家族

の同意能力に疑問がある事例の報告が目立っ

ていた。平成 29 年度は、10 月に岡山市にお

いて、「精神医療審査会の現状と今後の方向

性」と題したシンポジウム、平成 30 年 2 月に

東京都において、「措置入院者退院支援の取り
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組み」と題したシンポジウムを開催した。 

【地域における精神障害者の人権確保に関す

る研究】 

 介護支援専門員（以下 CM）は、介護保険

の主契約対象者ではない家族で精神疾患を有

する方との出会いが多いことが知られている。

本来は、家族支援も環境支援業務として位置

づけてかかわることが求められているが、不

慣れな精神障害者に対する構えもあり、かか

わりの困難さを実感している CM が多い。今

回、事例検討に基づくグループスーパービジ

ョンを試行的に実施することにより、精神障

害者に対しても普通に話せばいいと納得でき

ることで、困難の多くが支援者側の構えの問

題にあることが示唆された。「精神障害」に問

題を還元するのではなく、本人たちの生き方

や選択を認め、多様性を尊重し、まず人とし

て接することが大切であり、在宅精神障害者

へのかかわりにおいては、本人のヒストリー

（生活歴、生き方、背景）やストレングス（力

と強み、大切にしているもの、地域とのつな

がり）を理解した上でのアプローチが重要と

の気づきが、当事者へのかかわりを良好なも

のに転換し、権利を擁護することに繋がる。

一方、居宅支援現場における事例検討会が、

CM 同士で日常的に実施されることは少なく、

「統合失調症が怖い」という気持ちや戸惑い

を率直に表明しても受容され、批判されるこ

と無く安心して話せる事例検討の場が必要で

ある。CM を対象とする実務者研修では、認

知症は取り上げられても精神疾患は扱われず、

精神障害にかかわる基礎知識も乏しい。CM

に対する精神障害者支援にかかわる研修の実

施が必要であり、ストレングス視点での効果

的な事例検討に基づく GSV の実施が有効で

ある。 

 

Ｅ．結論 

本研究は、地域ごとの精神科医療の課題の

可視化と情報共有を行い、地域の実情とニー

ズを踏まえた地域精神保健医療の協働開発の

資料および手引きの開発を行った。また、自

立支援医療の適正な給付と、地域および精神

科医療施設における精神障害者の人権擁護の

あり方を検討した。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし。 

 

5




